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第５章 中間評価の総括と今後の課題 

 

 

Ⅰ 各基本的方向のまとめ 

 

１．健康寿命の延伸と健康格差の縮小 

生活習慣病の予防及び社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上等に

より「健康寿命の延伸」を実現することが重要であり、あらゆる世代の健やかな

暮らしを支える良好な社会環境を構築することにより、「健康格差の縮小」を実

現することが重要であるという考えに基づき目標を設定した。 

今回の中間評価においては、いずれの指標も目標に向かって前進しているこ

とが分かったが、最終評価においても同様の結果を得るためには、今後も基本的

方向２～５の目標達成に向けた取組を引き続き推進することが不可欠である。

加えて、さらなる健康寿命の延伸・健康格差の縮小を目指すためには、それらの

促進要因や阻害因子等を明らかにし、どのような対策がどの程度生活習慣病を

減らすことが可能かなど、健康寿命の延伸の要因やそれに対する対策による健

康寿命の延伸期間を具体的に推定するためのエビデンスが必要である。したが

って、健康寿命に影響する因子を解明するための研究を引き続き行い、今後の生

活習慣病対策等に反映していく。 

また、第４回経済財政諮問会議（2018年４月 12日）で、厚生労働省は「健康

寿命延伸に向けた取組」として「次世代の健やかな生活習慣形成等（健やか親子

施策）」、「疾病予防・重症化予防（がん対策・生活習慣病対策等）」、「介護・フレ

イル予防（介護予防と保健事業の一体的実施）」を重点取組分野とし、①健康無

関心層も含めた予防・健康づくりの推進、②地域間の格差の解消という２つのア

プローチから健康寿命の延伸を目指すこととしている。こうした動向も踏まえ、

一体的に健康寿命延伸・健康格差の縮小に取り組んでいく。 

 

 

２．主要な生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底 

 日本における主要な死亡原因であるがんと循環器疾患、患者数が増加傾向に

あり重大な合併症を引き起こす恐れのある糖尿病や、死亡原因として急速に増

加することが予測されたＣＯＰＤへの対策が、健康寿命の延伸を図るうえで重

要な課題であるという考えに基づき目標を設定した。今回の中間評価において、

目標項目のうち半分は改善しているという評価であった。 

しかし、策定時に主要な危険因子の目標が達成された場合に期待される目標

値を推計して設定した項目において、目標に到達しているものもあるのに対し、

根拠とした各危険因子に関する項目は目標に到達していない、という事象がみ

られている。これは、目標設定時に想定していた健康増進を形成する基本要素、

即ち一次予防の効果に基づくもの以外の、治療技術の向上等の要因による影響

76



  

 

と考えられる。また、こうしたことがみられる目標は「死亡率の減少」等、一次

予防の効果が評価しにくい項目でもあることにも留意する必要がある。したが

って、現時点で改善しているものや既に目標に到達している項目についても、本

計画内で想定した要素以外の影響が指標の変動には反映されている部分がある

ということを踏まえ、単に順調な改善傾向と解釈することはせず、食事、身体活

動・運動、休養、禁煙等、健康増進に寄与すると考えられる生活習慣をはじめと

した一次予防に関する取組の継続が必要である。 

また、それとともに、合併症の発症や症状の進展などの重症化の予防に重点を

置いた対策の推進も重要である。疾患毎に対する対策や合併症・重症化予防に関

わる対策としては、「がん対策推進基本計画」や、「糖尿病性腎症重症化予防プロ

グラム」等が展開されており、行政、保険者、関係団体が連携し、引き続き推進

されていくことが期待される。（一次予防に関する目標については主に基本的方

向５において定められているため後述する。）また、生活習慣病の病態解明や重

症化予防のための研究、疾患の正しい知識の普及啓発を図っていく必要がある。 

 

 

３．社会生活を営むために必要な機能の維持・向上 

 少子高齢化が進む中で将来を担う次世代の健康を支えるため、妊婦や子ども

の健康増進を図り、高齢者においては社会生活を営むための機能を可能な限り

維持していくことが重要であり、そのためには身体の健康とともにこころの健

康を維持することが重要であるとの考えにもとづき目標を設定した。今回の中

間評価において約６割程度の項目が改善したという評価であった。こころの健

康、次世代の健康、高齢者の健康、いずれもほとんど偏りはない結果となってい

る。 

こころの健康では、「自殺総合対策大綱～誰も自殺に追い込まれることのない

社会の実現を目指して～」（平成 29年７月）による自殺対策、職場におけるメン

タルヘルス対策、依存症等への対策を引き続き推進していく。 

次世代の健康では、母子保健分野における「健やか親子２１（第２次）」等の

計画や施策を通じて、健康な生活習慣や適切な体重の子どもの増加等を実現す

る必要がある。 

高齢者の健康では、高齢者の介護予防事業や認知症対策における「新オレンジ

プラン」等の計画や施策を通じて、総合的な対策を推進していく。 

以上のような対策により、それぞれのライフステージに応じた心身機能の維

持及び向上のための取組が引き続き推進されていくことが期待される。 

 

４．健康を支え、守るための社会環境の整備 

国民一人一人が主体的に社会参加しながら、支え合い、地域や人とのつながり

を深めるとともに、企業、民間団体等の多様な主体が自発的に健康づくりに取り

組むことが重要であるという考えに基づき目標を設定した。今回の中間評価に

おいて８割の目標項目が改善したという結果であった。 
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健康づくり対策を推進していくうえでは、行政だけでなく企業や民間団体等

の活動主体としての役割も重要であると考えられる。例えば、健康づくりに自発

的に取り組む自治体、企業、民間団体等の活動を連携して推進していくための国

の事業として「スマート・ライフ・プロジェクト」が展開されている。この事業

においては、「適度な運動」「適切な食生活」「禁煙」「健診・検診の受診」の４つ

のテーマを中心とした健康づくりにつながる具体的なアクションを呼びかけて

おり、事業に参画する企業数の増加を目標として掲げているが、経年的に順調に

増加していた。一方で、「②健康づくりを目的とした活動に主体的に関わってい

る国民の割合の増加」については横ばいの状態であり、今後はこうした自治体や

企業等の健康づくりに関する取組が個人にも波及していくよう、一層推進して

いく必要があると考える。また、健康格差対策に取り組む自治体は増加傾向であ

り、基本的方向１でも述べた通り、今後は具体的な健康寿命延伸の要因を明らか

にし、健康格差対策につながるべく分かりやすい有用な情報提供をしていくこ

とが必要である。 

 

 

５．栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙及び歯・口腔の健康に関

する生活習慣及び社会環境の改善 

 国民の健康の増進を形成する基本要素として栄養・食生活、身体活動・運動、

休養、飲酒、喫煙及び歯・口腔の健康に関する生活習慣の改善が重要であるとい

う考えに基づき目標を設定した。即ち、他の基本的方向に基づく目標の達成に資

する一次予防に関連する目標項目が多いという点において、他の目標全体の進

捗を支える基礎としての役割も担っている。今回の中間評価においては、約６割

の項目が改善しているという結果であった。 

しかし、「（１）栄養・食生活 ②適切な量と質の食事をとる者の増加」や「（２）

身体活動・運動 ①日常生活における歩数の増加」、「（３）休養 ①睡眠による

休養を十分とれていない者の割合の減少」等、個人の生活習慣や行動が結果とし

て指標に反映される目標項目において変化がみられないものが多かった。目標

同士の相関関係を鑑みるに、これら基本的要素の改善が不十分な状況は、その他

の目標進捗も滞る一因となる可能性が十分考えられる。そのためには、事業者、

地域、国が連携して、様々な機会を通じた普及啓発活動を行うとともに、地域差

や社会経済的格差等の調査を行い、その格差の縮小に向けた対策が必要である。

また環境整備も重要であり、他省庁や地方自治体等が連携をして、環境整備を推

進していくことが期待される。 

 

 

 

Ⅱ 全体の評価と今後の課題 

 

改善していると評価した目標は全 53 項目中 32 項目であった。なかでも基本
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的な方向１「健康寿命の延伸・健康格差の縮小」に関する目標は、生活習慣の改

善や社会環境の整備等、その他の基本的方向２～５に基づく目標の達成によっ

て実現される最終目標と位置づけており、いずれも指標が改善していた。したが

って、国民の健康増進の総合的な推進を図る本計画は全体として前進している

ものと考える。しかし、個別の目標項目においては策定時から改善はしているが

最終目標への到達が危ぶまれるもの、変化がないもの、悪化したものもみられ、

目標の指標全てが順調に改善しているわけではない。 

基本的方向毎にみると、他と比較して評価が著しく低い基本的方向は特にみ

られなかった（参照：第３章表３－２ 基本的方向毎の評価状況）。しかし、栄

養・食生活、身体活動・運動、休養等の健康増進の基本要素となる生活習慣に関

する目標や、高血圧、糖尿病等の生活習慣病、特にそれらの発症・重症化予防に

関する目標において進捗が不十分な項目が多い傾向がみられた。これらの目標

は健康日本２１から継続して掲げられている項目も多く、長期的な課題となっ

ていると考えられること、また、その他全体の目標の進捗にも影響を及ぼすこと

から、特に注視する必要があると考える。 

一方で、健康日本２１（第二次）においては社会環境の整備に関する目標がよ

り明確に定められている。これは、「個人の健康は、家庭、学校、地域、職場等

の社会環境の影響を受けることから、社会全体として、個人の健康を支え、守る

環境作りに努めていくことが重要である」という考えに基づいている。個人の生

活習慣や行動が結果の反映に大きく影響する目標については、個人が自ら気が

付いて行動に移すことが可能である健康課題だけでなく、個人のみでは気が付

きにくい課題や、周囲の環境による要素が大きく、仮に気が付いたとしても、個

人の力だけでは取り組むことが困難な課題も含まれていることが想定される。

個々の生活様式や社会経済状況が多様化している現代において、性別や世代、居

住地域や、健康づくりへの関心の有無等に関わらず、一人一人が自らの健康課題

に取り組むことが可能な社会の構築を図ることが、個人の生活習慣や行動に関

わる目標の進捗にもつながると考える。主に基本的方向４で示されているよう

な、社会環境の整備に関する目標について、より一層の推進を図ることが個人の

生活習慣等に係る目標の達成においても重要である。 

今回、社会環境の整備に関する目標は改善しているものが多く、本計画が前進

した背景には、社会全体として個人の健康増進につながる環境作りを形成する

とういう考えが広まり、行政だけでなく、団体や企業における取組がすすんだ影

響が考えられる。こうした社会環境の整備に関する取組がより一層推進される

ことで、個人の生活習慣の改善やそれによる生活習慣病の発症・重症化予防の徹

底につながり、最終目標である健康寿命の延伸や健康格差の縮小につなげるこ

とを目指す。 

 

 

以上を踏まえ、引き続き健康日本２１（第二次）を推進していくうえで必要と

考えられる今後の方針を提示する。 
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○ 国、都道府県、市区町村、保険者、保健医療関係団体、産業界が連携して社

会環境の整備を進めることで、社会全体としての健康づくり運動に対する気運

をより一層高めていく。厚生労働省だけでなく、健康づくりに資する施策に取り

組む他省庁との連携や、特定健診・特定保健指導やデータヘルスをはじめとした

保険者が主体となる取組、健康経営をはじめとする企業主体となる取組、また自

治体等が地域の実情に応じて独自に行っている取組等を通じて、多方面からあ

らゆる世代、性別、社会経済状況にある国民へ、健康づくりにつながるアプロー

チを行っていく必要がある。その結果として、個人が健康づくりにおいて取り組

むことが望ましい課題に気づきやすい環境や、自発的に行動を起こしやすい環

境、個人では取り組みにくい課題についても解決できるような環境づくりを目

指す。 

 

○ 厚生労働省において健康づくりに資することを目的として策定した指針等

について、認知率が低いとの指摘がある。まずは、国、自治体等においてこうい

った資料を活用し、健康づくりに関する有用な情報を周知していく必要がある。

また、スマート・ライフ・プロジェクト等を通じて、健康づくりに取り組む企業

や団体においても活用してもらうことで、情報が個人にまで届くよう、図ってい

く必要がある。 

 

○ 自治体における健康づくりに対する取組は分野によって温度差があるとい

う指摘がある。また、多くの自治体が各自の抱える健康課題へ取り組むことを検

討しているものの、効果的な取組の実行に関する課題を抱えていることも少な

くないと考える。効果的な取組を行っている自治体や企業・団体の事例をスマー

ト・ライフ・プロジェクトにおける表彰活動等を通じてより広く周知していく。

また、健康格差の要因分析を引き続き行い、その結果を周知することで、各自治

体がより重点的に取り組むべき課題等を分かりやすくしていく必要がある。 

 

○ 健康課題に取り組む自治体は増加傾向である一方で、取組そのものや結果

に対する評価が適切に行えているのかが不明瞭であるという指摘もある。一般

的には、参加人数等で評価を行っていることが少なくないようだが、そういった

数字だけでは実際の参加者への波及効果が適切に評価できていない可能性もあ

る。取組そのものだけでなく、実施した取組に対する評価のプロセスやその改善

の実施方法（ＰＤＣＡサイクル）についても優良な取組事例の展開を今後は図る

必要がある。 

 

○ 近年、健康経営をはじめ、健康づくりに自発的に取り組む企業・団体も増加

している。スマート・ライフ・プロジェクトにおける表彰活動等を通して優良な

事例を周知し、さらなる健康づくり対策への参画を広く呼びかけていく必要が
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ある。 

 

 

 

全ての目標項目の指標の中間実績値を踏まえ、現時点での健康日本２１（第二

次）の進捗状況の評価を行い、今後の目標達成に向け取り組むべき課題を整理し

た。今後も全ての目標達成に向けた不断の努力が必要である。 

国、都道府県、市区町村、保険者、保健医療関係団体、産業界と言った関係者

が総力を上げ、健康増進に向けた対策が充実強化されることにより、最終評価ま

でにより一層の推進を図りたい。 
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